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1F6－3 福島第一原子力発電所６号機－ジェットポンプ（ウエッジ等） 

１．事案の概要 

・第 16 回定期検査期間中（平成 12 年 11 月～平成 13 年３月）の自主点検（GE

社に委託）において、ジェットポンプのセットスクリューとインレットミキサ

の間に隙間及びウエッジに摩耗が生じていることが発見された。 

・これらの事象は、ジェットポンプの性能や機能に影響を及ぼすものではないこ

とから、行政当局への報告は必要ないと判断した。 

・以上により、本事案に関して不適切な点は認められない。 

     

２．調査の端緒 

平成14年６月、当社はGE社から以下の件について情報提供を受けた。 

○福島第一原子力発電所６号機のジェットポンプについて、GE 社は平成 12

年11月に点検を実施し、そのセットスクリューとインレットミキサの間に

隙間及びウエッジに摩耗があることを発見した。 

○GE社は東電にその点検結果を報告したが、東電が国に報告したか、またそ

もそも報告すべきなのかはGE社は知らない。 

 

３．調査をもとに認定した事実 

    隙間及び摩耗の発見 

○第16回定期検査期間中の平成12年11月に、自主点検としてGE社に委託

してジェットポンプのセットスクリューやウエッジの点検を実施したとこ

ろ、セットスクリューとインレットミキサの間に隙間及びウエッジに摩耗

が生じていることが発見された。 

○これらの事象について、GE社からは、ジェットポンプの性能や機能に影響

を及ぼすものではないとの見解が示され、当社としても、本事象によって、

ジェットポンプの性能や機能に影響を及ぼすものではなく、法令・通達等

に基づく行政当局への報告は必要ないと判断した。 

○なお、その後第17回定期検査期間中（平成14年４月～）の平成14年６月

に、念の為、上記ジェットポンプのウエッジの交換を実施した。これによ

り、セットスクリューとインレットミキサの間に隙間及びウエッジの摩耗

に関する問題は解消した。 

 

４．安全性に関する判断 

（１）当時の判断 

○セットスクリューとインレットミキサの間の隙間及びウエッジの摩耗が進

展して、インレットミキサの外れ、あるいはライザー管の損傷が発生した
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事例はないが、このような事象を仮定したとしても、検知可能でプラント

を安全に停止できることから、安全上の問題はない。 

 

（２）現時点の判断 

○当該ジェットポンプは、既にウエッジを交換しているため、安全上の問題

はない。 

 

５．本事案の問題点とその背景等 

本事案に関して、不適切な点は認められない。 
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ジェットポンプ（ウエッジ部） 
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（ＢＷＲ110 万 kW 級プラントの例） 




